
参考資料 3 住宅セーフティネット関係法令（抄） 

-164- 

 

住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律 

（平成 19 年法律第 112 号）（抄） 

 

（定義） 

第 2 条 この法律において「住宅確保要配慮者」とは、次の各号のいずれかに該当する者を

いう。 

一 その収入が国土交通省令で定める金額を超えない者 

二 災害（発生した日から起算して 3 年を経過していないものに限る。以下この号において

同じ。）により滅失若しくは損傷した住宅に当該災害が発生した日において居住していた

者又は災害に際し災害救助法（昭和 22 年法律第 118 号）が適用された同法第 2 条に規定

する市町村の区域に当該災害が発生した日において住所を有していた者 

三 高齢者 

四 障害者基本法（昭和 45 年法律第 84 号）第 2 条第一号に規定する障害者 

五 子ども（18 歳に達する日以後の最初の 3 月 31 日までの間にある者をいう。）を養育し

ている者 

六 前各号に掲げるもののほか、住宅の確保に特に配慮を要するものとして国土交通省令で

定める者 

 

 

住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則 

（平成 29 年国土交通省令第 63 号）（抄） 

 

（法第 2 条第 1 項第六号の国土交通省令で定める者） 

第 3 条 法第 2 条第 1 項第六号の国土交通省令で定める者は、次に掲げる者とする。 

一 日本の国籍を有しない者 

二 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者

の自立の支援に関する法律（平成 6 年法律第 30 号）第 14 条第 1 項に規定する支援給付

（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を

改正する法律（平成 19 年法律第 127 号）附則第 4 条第 1 項に規定する支援給付を含

む。）を受けている者 

三 児童虐待の防止等に関する法律（平成 12 年法律第 82 号）第 2 条に規定する児童虐待を

受けた者 

四 ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律（平成 13 年法律第 63

号）第 2 条に規定するハンセン病療養所入所者等 

五 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律（平成 13 年法律第 31 号。以

下この号において「配偶者暴力防止等法」という。）第 1 条第 2 項に規定する被害者でイ

又はロのいずれかに該当するもの 

イ 配偶者暴力防止等法第 3 条第 3 項第三号の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等

法第 5 条の規定による保護が終了した日から起算して 5 年を経過していない者 

ロ 配偶者暴力防止等法第 10 条第 1 項の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者

で当該命令がその効力を生じた日から起算して 5 年を経過していないもの 

六 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律（平成 14 年法律第 143

号）第 2 条第 1 項第五号に規定する帰国被害者等 

七 犯罪被害者等基本法（平成 16 年法律第 161 号）第 2 条第 2 項に規定する犯罪被害者等 



参考資料  -165- 

八 更生保護法（平成 19 年法律第 88 号）第 48 条に規定する保護観察対象者若しくは売春

防止法（昭和 31 年法律第 118 号）第 26 条第 1 項に規定する保護観察に付されている者

又は更生保護法第 85 条第 1 項（売春防止法第 31 条の規定により読み替えて適用する場合

を含む。）に規定する更生緊急保護を受けている者 

九 生活困窮者自立支援法（平成 25 年法律第 105 号）第 3 条第 2 項第三号に規定する事業

による援助を受けている者 

十 著しく異常かつ激甚な非常災害として国土交通大臣が指定する災害であって発生した日

から起算して国土交通大臣が定める期間を経過していないものにより滅失若しくは損傷し

た住宅に当該災害が発生した日において居住していた者又は当該災害に際し災害救助法

（昭和 22 年法律第 118 号）が適用された同法第 2 条に規定する市町村の区域（国土交通

大臣が定めるものを除く。）若しくはこれに準ずる区域として国土交通大臣が定めるもの

に当該災害が発生した日において住所を有していた者 

十一 前各号に掲げる者のほか、都道府県賃貸住宅供給促進計画及び市町村賃貸住宅供給促

進計画で定める者 

 

 

住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する基本的な方針 

（平成 29 年 10 月 25 日 国土交通省告示第 965 号）（抄） 

 

一 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する基本的な方向 

 

１ 住宅確保要配慮者の範囲 

住宅確保要配慮者とは、以下のいずれかに該当する者をいう。 

（1）高齢者、障害者等の居住に適したバリアフリー化された賃貸住宅又は子育てに適し

たゆとりある面積を有する賃貸住宅等の各々の属性に応じた適切な規模、構造等を有

する賃貸住宅が民間賃貸住宅市場において十分に供給されていないこと、民間賃貸住

宅市場において家賃滞納、孤独死、事故及び騒音等に対する不安から入居が制限され

る場合があること、家賃を負担するめに必要な収入が十分にないこと等の民間賃貸住

宅市場において適切な規模、構造等の賃貸住宅を確保することを困難にする特別な事

情を有する者 

（2）災害によって自らが居住する住宅を失った等の特別な事情により適切な規模、構造

等の賃貸住宅を確保することについて高い緊急性を有する者 

   具体的には、ホームレスや生活保護受給者等を含む低額所得者、被災者（発災から

三年以内の災害又は大規模災害によるものに限る。）、高齢者、身体障害者、知的障

害者、精神障害者、その他の障害者、ひとり親家庭等の子どもを養育する者、外国人、

中国残留邦人、児童虐待を受けた者、ハンセン病療養所入所者等、ＤＶ（ドメスティ

ック・バイオレンス）被害者、拉致被害者、犯罪被害者、生活困窮者及び矯正施設退

所者が住宅セーフティネット法において住宅確保要配慮者として規定されている。ま

た、地域の実情等に応じて、海外からの引揚者、新婚世帯、原子爆弾被爆者、戦傷病

者、児童養護施設退所者、ＬＧＢＴ（レズビアン、ゲイ、バイセクシャル、トランス

ジェンダー）、ＵＩＪターンによる転入者、これらの者に対して必要な生活支援等を

行う者等多様な属性の者が住宅確保要配慮者に含まれ得る。なお、それぞれの属性の

住宅確保要配慮者に対する支援措置の必要性については、各地域における住宅確保要

配慮者の賃貸住宅の確保に係る困難性及び緊急性の程度や賃貸住宅市場の状況等によ

るものと考えられる。 


